
下関市環境部廃棄物対策課

平成２３年４月改訂
１．はじめに

　　この手引きは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号、以下「法」という。）に基づく産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請及び各種届出について、提出書類や審査基準の明確化を図ることを目的に作成しております。

　　なお、本手引きは積替え保管に関する許可を対象としておりません。積替え保管を含む許可を取得する場合には、別途事前協議が必要となりますので、担当窓口までお問い合わせ下さい。
２．申請受付窓口
　　　下関市　環境部　廃棄物対策課　指導第２係

　　　　〒７５１－０８４７　　山口県下関市古屋町一丁目１８番１号

　　　　　　電話　　０８３－２５２－７１５２
　　　　　　FAX　　０８３－２５２－１３２９

３．申請方法

（１）受付方法

　申請書は、原則窓口で面談し受け付けますが、遠方などの場合は郵送でも受付します。
　申請書類について、不備・不足がある場合には、受付できないことがありますのでご注意ください。

また、来庁に、予約等は必要ありません。
（２）提出部数

　　正副２部（副本はコピーでも可。）
　　副本は、審査終了後、受付印を押印して返却いたします。郵送申請の場合は、返信用封筒をご同封ください
４．許可申請手数料

（１）手数料

	
	新規許可申請
	更新許可申請
	変更許可申請

	産業廃棄物収集運搬業
	８１，０００円
	７３，０００円
	７１，０００円

	特別管理産業廃棄物収集運搬業
	８１，０００円
	７４，０００円
	７２，０００円


（２）納付方法

　　申請書を受付した後、納付書を送付いたしますので、金融機関でお振込み下さい。
　　（申請書提出時に、現金は必要ありません。）
　　※なお、納入された手数料は返却できませんのでご注意下さい。

５．申請書及び添付書類
（１）新規許可申請
	№
	提出者
	書　　　　　　類　　　　　　名

	１
	共通
	許可申請書

	２
	共通
	事業計画の概要を記載した書類

	３
	共通
	車検証、車両の写真、運搬容器等の写真

	４
	共通
	従業員調書

	５
	共通
	車庫の所在地及び付近の見取図

	６
	共通
	車庫の平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書

	７
	共通
	車両、車庫（車庫用の土地を含む。）の所有権を有すること（所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること）を証する書類（賃貸借契約書等）

	８
	共通
	事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類（講習会修了証）

	９
	共通
	事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

	10
	法人
	貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、法人税の確定申告書の写し及び納税証明書（それぞれ直前３年分）

	
	個人
	所得税の確定申告書の写し及び納税証明書（それぞれ直前３年分）並びに資産に関する調書

	11
	法人
	定款又は寄附行為

	12
	法人
	登記事項証明書

	13
	共通
	※未成年者の法定代理人の住民票及び登記されていないことの証明書

	14
	共通
	誓約書

	15
	共通
	※住民票及び登記されていないことの証明書（申請者が法人である場合には、その役員）

	16
	法人
	※株主又は出資者の住民票及び登記されていないことの証明書（株主又は出資者が法人のときは、登記事項証明書）

	17
	共通
	※政令で定める使用人の住民票及び登記されていないことの証明書

	18
	共通
	他県・他市における許可証（写）

	19
	個人
	市ホームページ上の産業廃棄物処理業者名簿に掲載することの承諾書

（承諾しない場合は省略してください。）


（２）更新許可申請及び変更許可申請

	№
	提出者
	書　　　　　　類　　　　　　名

	１
	共通
	許可申請書

	２
	共通
	事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類（講習会修了証）

	３
	共通
	事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

	４
	法人
	貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、法人税の確定申告書の写し及び納税証明書（それぞれ直前３年分）

	
	個人
	所得税の確定申告書の写し及び納税証明書（それぞれ直前３年分）並びに資産に関する調書

	５
	法人
	定款又は寄附行為

	６
	法人
	登記事項証明書

	７
	共通
	※未成年者の法定代理人の住民票及び登記されていないことの証明書

	８
	共通
	誓約書

	９
	共通
	※住民票及び登記されていないことの証明書（申請者が法人である場合には、その役員）

	10
	法人
	※株主又は出資者の住民票及び登記されていないことの証明書（株主又は出資者が法人のときは、登記事項証明書）

	11
	共通
	※政令で定める使用人がある場合には、その者の住民票及び登記されていないことの証明書

	12
	共通
	他県・他市における許可証（写）

	13
	個人
	市ホームページ上の産業廃棄物処理業者名簿に掲載することの承諾書

（承諾しない場合は省略してください。）

	14
	共通
	変更事項の申出書（15～20に関する変更事項の有無の申出書）

	15
	共通
	事業計画の概要を記載した書類

	16
	共通
	車検証、車両の写真（正面・側面－１台２枚）、運搬容器等の写真

	17
	共通
	従業員調書

	18
	共通
	車庫の所在地及び付近の見取図

	19
	共通
	車庫の平面図等

	20
	共通
	車両、車庫（車庫用の土地を含む。）の所有権又は使用権を有することを証する書類（登記事項証明書、賃貸借契約書等）


（３）更新許可申請に併せて優良産業廃棄物処理業者の認定を求める場合の追加資料
	№
	提出者
	書　　　　　　類　　　　　　名

	21
	共通
	従前の収集運搬業の許可期間に特定不利益処分を受けていない旨の誓約書

	22
	共通
	申請者に係る情報の公表状況を証する書類（注）

	23
	共通
	ＩＳＯ１４００１の認定証の写し等

	24
	共通
	電子マニフェストが使用できることを証する書類

	25
	共通
	直前３年間に次の税等を滞納していないことを証する次の書類

・国税（法人税、消費税）及び地方消費税の納税証明書

・都道府県民税（道府県民税・都民税、事業税、不動産取得税）の納税証明書
・市町村税（市町村民税・特別区民税、事業所税、固定資産税、都市計画税）

　の納税証明書

・社会保険料：社会保険料納入確認書の写し

・労働保険料：労働保険料納入通知書の写し


 (注)　22において証すべき公表状況は、次の表のとおりです。

	№
	対象者
	公　　　　表　　　　事　　　　項

	１
	法人
	法人に関する次に掲げる事項（(1)、(4)、(6)は、変更履歴を含む。）

(1) 名称　(2) 事務所又は事業場の所在地　(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金　(5) 代表者、役員及び使用人の氏名及び就任年月日

(6) 事業の内容（他の産業廃棄物処理業に係る事業の内容を含む）

	２
	個人
	氏名、住所、事業の内容

	３
	共通
	事業計画の概要（他の産業廃棄物処理業に係る事業計画を含む）

	４
	共通
	申請者が受けている許可証の写し（他の産業廃棄物処理業に係るものを含む）

	５
	共通
	事業の用に供する施設に関する次の事項

(1) 運搬施設の種類及び数量並びに運搬車に係る低公害車の導入状況

(2) 積替保管の場合には、積替保管場所ごとの所在地、面積、産業廃棄物の種類（石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、これを含む。）及び保管上限

	６
	共通
	直前３年間の各月に引渡しを受けた産業廃棄物に関する次に掲げる事項

(1) 産業廃棄物の種類ごとの受入量

(2) 産業廃棄物の種類ごと及び運搬方法ごとの運搬量

	７
	法人
	直前３年分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表

	８
	共通
	事業者に産業廃棄物の処理料金を提示する方法

	９
	共通
	業務を所掌する組織及び人員配置

	10
	共通
	生活環境保全上の利害関係者に対する事業場の公開の有無及び公開の頻度


（４）添付書類の注意事項

①　登記事項証明書、住民票、登記されていないことの証明書、納税証明書などの公的機関から発行された書類につきましては、発行日から３か月以内のものに限ります。
また、窓口等で原本を提示していただければ、提出するのはコピーでかまいません。
②　先行許可証（原本に限る。コピー不可。）を提示した場合は、※印の書類を省略することができます。

　　　　先行許可証とは、産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理業又は産業廃棄物処理施設の許可証で、許可日から５年以内のものであり、かつ、住民票等を添付して受けた許可証のことです。許可証中の「規則第○条第○項の規定による許可証の提出の有無」が「無」と表示されています。
③　運搬車両の写真については、車両全景が確認できるものとし、登録番号及び車両表示が明瞭に確認できる写真を添付すること。

　　　　運搬容器の写真についても同様に、全景が確認できるものとし、ふた等を含めた写真を添付すること。
６．標準審査期間

　　　新規及び更新許可申請　………　６０日間（先行許可証を用いた場合は、４５日間）
　　　変更許可申請　　　　　………　４５日間
　　　なお、申請内容に不備があった場合の書類の修正・追加に要した期間、また申請者の状況について特に詳細に審査する必要がある場合は、修正・追加等に要した日数は上記の期間に含まれず、さらに期間を要することがありますのでご注意下さい。

　　
７．施設に係る審査基準

（１）運搬施設（運搬車両、運搬容器）
　　①　取り扱う産業廃棄物の種類に応じた運搬施設であることとし、運搬中に産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れるおそれのないこと。
　　②　特に、産業廃棄物である燃え殻、汚泥（含水率８５％以上のもの）、廃油、廃酸、廃アルカリ、動植物性残さ、動物系固形不要物、鉱さい、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん並びに特別管理産業廃棄物については、密閉可能な運搬施設を有すること。

　　③　特別管理産業廃棄物である廃油、廃酸、廃アルカリについては、腐食防止措置が講じられた運搬施設を有すること。
　　④　ＰＣＢ廃棄物については、環境省の「ＰＣＢ廃棄物収集・運搬ガイドライン」に沿った運搬施設及び応急措置設備・器具を有すること。
（２）運搬車両の表示

　　①　収集運搬車両の両側面に、次の表示をしていること。

　　　　　「産業廃棄物の収集運搬車両である旨」

　　　　　「業者名」

　　　　　「許可番号（下６ケタ以上）」
　
②　文字の大きさは、「産業廃棄物の収集運搬車両である旨」については５ｃｍ以上、それ以外の項目は３ｃｍ以上とすること。
　　　　
※　なお、申請者が個人である場合は、必ず個人名を記載してください。
（屋号のみの標記は認められません。）
　また、車両に２社以上の業者名が記入されている場合は、申請者のみを表示してください。

　　　
（３）施設の使用権限

　　①　運搬車両については、申請者が自動車検査証上の所有者又は使用者となっていること。それ以外の場合は、賃貸借契約書等のコピーを添付し、使用権限を証すること。

　　②　車庫については、申請者が所有している場合には、土地の登記事項証明書を添付すること。それ以外の場合は、賃貸借契約書等のコピーを添付すること。
　　③　１台の運搬車両を複数の業者で登録することはできません。
　　　
８．申請者に係る審査基準

（１）欠格要件

　　　いわゆる欠格要件については、各種証明書及び警察を含めた関係機関への照会等により審査します。

申請者は法第１４条第５項第２号イ～へに該当しないことが必要です。該当者がいる場合には、許可することができません。また、許可後において該当することが発覚した場合には、許可の取消処分がなされます。
（２）講習会修了証
　　申請者は、(財)日本産業廃棄物処理振興センターの行う「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を修了していることが必要です。修了証の添付には、以下の点にご注意下さい。
　①講習会は、以下のいずれかの者が修了する必要があります。

　　・申請者が法人である場合は、代表者、役員又は政令に定める使用人

　　　　（※使用人が修了者である場合には、別途使用人であることを証明する書類が必要となります。）

　　・申請者が個人である場合は、申請者本人
　②修了証の有効期限

　　・新規講習　………　講習修了日より５年

　　・更新講習　………　講習修了日より２年

　　　　新規許可申請の場合は申請年月日、更新許可申請の場合は許可更新年月日で起算し、有効期限内のものを添付する必要があります。
変更許可申請の場合は、修了者である役員等の変更がなければ、直近の許可申請に添付したものでかまいません。
　　③講習会修了証の取扱いについて

	許可申請の種類
	申請書に添付できる講習会の修了証

	
	新規課程
	更新課程

	
	収運課程
	処分課程
	収運

課程
	処分

課程

	
	産廃
	特管
	産廃
	特管
	
	

	新規
許可
	産業廃棄物収集運搬業
	○
	○
	×
	○
	×

	
	特別管理産業廃棄物収集運搬業
	×
	○
	
	○
	

	更新
許可
	産業廃棄物収集運搬業
	○
	○
	
	○
	

	
	特別管理産業廃棄物収集運搬業
	×
	○
	
	○
	

	変更
許可
	産業廃棄物収集運搬業
	○
	○
	
	○
	

	
	特別管理産業廃棄物収集運搬業
	×
	○
	
	○
	


　　※　ＰＣＢ廃棄物に関する申請の場合は、「ＰＣＢ廃棄物収集・運搬ガイドライン」に規定する教育を、業務従事者すべてが受ける必要があります。
（３）経理的基礎
　　申請者は、産業廃棄物の収集運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有していることが必要です。

　　経理的基礎については、以下の内容で審査します。
　　①申請者が法人である場合
	決算書の状況
	追加書類

	貸借対照表
	損益計算書
	

	直前期の自己資本比率が１０％以上
	
	なし

	直前期の自己資本比率が１０％未満
	直前期もしくは３期平均の損益が黒字
	なし

	
	直前期及び３期平均の損益が赤字
	収支改善計画書
収支計画表　　（※）

	直前期が債務超過
	直前期もしくは３期平均の損益が黒字
	なし

	
	直前期及び３期平均の損益が赤字
	収支改善計画書
収支計画表　　（※）

	新設法人（未決算）の場合
	決算書等が添付できない旨の申立書
収支計画表


※収支改善計画書については、巻末の記載例を参考としてください。
※場合によっては、中小企業診断士の診断書等を求める場合があります。
　　　

※民事再生法又は会社更生法の適用を受けた法人も、上記により審査を行いますが、別途追加書類が必要となる場合があります。詳しくは、担当までご相談ください。
　　②申請者が個人である場合
	決算書の状況
	追加書類

	確定申告書の写し
	資産に関する調書
	

	直前期の申告所得税の納付すべき額が「＋」
	
	なし

	直前期の申告所得税の納付すべき額が「０」もしくは「無」
	資産合計＞負債合計
	なし

	
	資産合計＜負債合計
	収支改善計画書
収支計画表


　　　※収支改善計画書については、巻末の記載例を参考としてください。
追加書類を添付しても、赤字の解消が認められない場合（又は、根拠に乏しい場合）には、経理的基礎を有していないと判断し、不許可となる場合があります。

※　なお、この「許可申請等の手引き」は、標準的な内容を記載したものであるため、提出書類の内容により、審査に必要な書類につき別途提出を求める場合があります。
９．各種届出

（１）変更届出

　　　産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）収集運搬業にて変更が生じた場合には、変更した日か
ら１０日以内に、産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理業変更届出書を正副２部提出して

ください。
	変 更 事 項
	添 付 書 類

	住　　所
	法人
	・登記事項証明書

	
	個人
	・住民票

	氏名又は名称
	法人
	・定款

・登記事項証明書

	
	個人
	・住民票

	役　　員
	・登記事項証明書
・新任役員の住民票、登記されていないことの証明書
・誓約書

	株主又は出資者（５％以上に限る）、政令使用人
	・新任の住民票及び登記されていないことの証明書（法人の場合には、登記事項証明書）
・誓約書

	運搬車両
	・運搬車両の写真
・車検証の写し

	車　　庫
	・付近の見取り図
・車庫の平面図等

・土地の登記事項証明書もしくは賃貸借契約書等

	そ の 他
	※　担当までお問い合わせ下さい


（２）廃止届出

　　　産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）収集運搬業の全部又は一部を廃止したときは、廃止した日から１０日以内に、産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理業廃止届出書に許可証原本を添付し提出してください。

（３）欠格要件該当届出

　　　申請者が欠格要件に該当した場合には、該当した日から２週間以内に、以下の内容を記載した届出書を提出してください。

　　・氏名又は名称及び住所（法人の場合には、代表者の氏名）

　　・許可の年月日及び許可番号

　　・欠格要件に該当するに至った具体的事由

　　・欠格要件に該当するに至った年月日

収支改善計画書（記載例）
平成○○年○○月○○日

　　（あて先）下関市長　
住　所　○○県○○市○○町△－△－△

氏　名　□□□□株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　○○　○○　　印
１．債務超過・赤字決算の原因について
（１）債務超過の原因

　　債務超過となった原因を具体的に記入してください。

　例）・売上高が減少し、平成○○年から赤字となり、平成○○年に債務超過となった。

（２）赤字決算の原因

    赤字経営となった原因を具体的に記入してください。

　例）・平成○○年から受注が減少し、平成○○年から赤字となった。

　 　・経費のうち、□□費が予想よりも○○％多くかかった。

２．債務超過・赤字決算の改善策について

（１）債務超過の改善

　　債務超過の改善策を具体的に記入してください。

例）・赤字経営の改善を行うことで、平成○○年より黒字を見込んでおり、平成○○年には債務超過の解消を図る。
　 ・土地を売却し、借入金の返済に充てる。
（２）赤字決算の改善
　　赤字決算の改善策を具体的に記入してください。

　　例）・取引先の拡大を行い、○○○円の売上増を図る。

　　　　 ・□□費の見直しを行い、○○○円の経費節減を図る。
３．金融機関等の融資状況及び返済状況
　　　例）・平成○○年○○月に△△銀行から○○○円の長期借入、現在滞りなく返済中。
　　　
収支計画表（記載例）

　　（単位：　円）

	 
	直前期
	１年後
	２年後
	３年後
	４年後
	５年後

	売上高①
	
	
	
	
	
	

	売上原価②
	
	
	
	
	
	

	売上総利益③（①－②）
	
	
	
	
	
	

	販売費及び一般管理費④
	
	
	
	
	
	

	営業利益⑤（③－④）
	
	
	
	
	
	

	営業外収益⑥
	
	
	
	
	
	

	営業外費用⑦
	
	
	
	
	
	

	経常利益⑧（⑤＋⑥－⑦）
	
	
	
	
	
	

	特別利益⑨
	
	
	
	
	
	

	特別損失⑩
	
	
	
	
	
	

	税引前当期純利益⑪
（⑧＋⑨－⑩）
	
	
	
	
	
	

	流動負債
	
	
	
	
	
	

	固定負債
	
	
	
	
	
	

	負債合計
	
	
	
	
	
	

	資本金
	
	
	
	
	
	

	利益剰余金
	
	
	
	
	
	

	純資産合計
	
	
	
	
	
	

	負債＋純資産合計
	
	
	
	
	
	


産業廃棄物・特別管理産業廃棄物　収集運搬業
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